
廃家電を処分する際は、民生課へ

民生課：０９８－９８７－２３２２

郵便局にて家電リサイクル券を購入する

クリーンセンターへ各自持込、ストックヤードに一時保管

搬入時や回収依頼については、事前にクリーンセンターに相談下さい。

２トン車１台分を目処に本島に定期便にて搬出

海上運賃及び本島内輸送費用は村負担

②

　渡嘉敷村では、４月から廃家電リサイクル対象品をク
リーンセンターにて一時保管致します。

◎郵便局◎にて、リサイクル券を購入し、廃家電と一緒
にクリーンセンターへ各自持ち込みして下さい。

リサイクル料金、対象家電品については、家電リサイクル券セン
ターのホームページより確認して下さい。↓

http://www.rkc.aeha.or.jp家電リサイクル券センター

　尚、ひとり暮らし、高齢者世帯の方は、リサイクル券購入後に
クリーンセンター職員が回収いたしますので、事前にクリーンセ
ンターまでご相談下さい。【電話：098-987-3610】

処分までの流れ

①

↓

※本事業は、廃家電の本島への搬出経費を軽減すること
で、廃家電のリサイクルを推進し、村内の不法投棄防止を
図ることを目的とする

↓

③

↓

④


